
 
 

ＵＩターンパートナーズ会員登録制度のご案内 
本制度の主な内容 

ゆいとぴあ盛南ＵＩパートナーズへの会員登録の要件 

ＵＩターン希望者（エンドユーザー）の要件 

ＵＩパートナーズ会員向け公募可能な先着順受付住宅地について 

①住宅を建設し、譲渡する事業を営む者で、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 3 条及び

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条に規定する許可（建築工事業）を有すること 

②健全かつ良好な住宅市街地の開発を促進する意欲を有すること。住宅性能保証登録業者であること又

はそれに準ずる保証制度を確立していること 

③住宅を建設し、譲渡する事業の実施に必要な知識、経験、資力、信用、技術的能力、販売力及びアフ

ターサービス力を有すること。 

過去５年以内に合算で２年以上の県外居住履歴を有する者※。 

 ３１２街区７－１，２画地、３４７街区４－３画地 
  計２画地 

 

ＵＩパートナーズ会員様への会員（公募）価格について 

一般ユーザー向け先着順随時受付中の公募価格から一律２０％ＯＦＦ※ 

 

都市機構が公募し、先着順受付中となっている住宅等用地をＵＩターン希望者向けに売り建て・建て売り分譲住

宅として販売しようとするハウスメーカー様向けに会員価格にて公募し、販売する制度です。 

会員登録受け付けは当事務所で

随時・無料で行っております。 
会員登録申し込み書等は右記ま

でお問い合わせ下さい 

※注１：ＵＩターン希望者の要件適格性は機構との土地譲渡契約時（引渡時）に住民票又は附票付戸籍謄本にて確認さ 
せて頂きます。 

※注２：一般ユーザー向けに先着順受付中のため、必ずしもＵＩターンパートナーズ会員向け公募までに至らない場合

がありますので、予めご了承下さい。 
※注３：「ゆいとぴあ盛南ＵＩパートナーズ会員」様向けに公募を行うことになります。公募は価格競争入札となります

ので予めご了承下さい。 
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「ゆいとぴあ盛南ＵＩパートナーズ」の会員になりませんか？ 


